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・４０歳以下 ・大学等卒業後、県外での就業実績がある

以下の全てを満たす方

⽀援の要件支援の要件

３年以上継続すること
申請後、翌年度の１０月末までに鶴岡市に居住・就業し、

⽀援の⽅法支援の⽅法

して支給（�ただし、⽀給期間中に市外転出した場合は、原則
支援⾦額を１０で除した⾦額を、毎年１回、１０年間に分割

として以後の支援対象外�）

⽀援⾦額支援⾦額
大学等在学中に貸与を受けた奨学⾦の総額（※1）から

※1　上限�４.２万円�×�奨学⾦の受給⽉数（�正規の修学期間内�）

　４年制⼤学の場合、総額最⼤２０１.６万円

・申請時点で、県外居住中かつ県内で就業していない
　�申請年度４⽉１⽇〜募集開始前⽇までに県内居住・就業を開始した場合を除く

市内に居住・就業する日までの返済額を控除した⾦額（※2）

※2　同時に県事業による返還⽀援を受ける場合は、県⽀援額を控除

・鶴岡市出身または庄内地域⾼等教育機関卒の市外出⾝者
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